
山梨市公告第３７号 

山梨市一般競争入札公告 

         

 山梨市が発注する「移住体験施設用トレーラーハウス購入」の案件については、一般競争入札により

実施するので、入札参加資格等について地方自治法施行令第１６７条の６第１項の規定に基づき、次の

とおり公告する。 

 

 

    令和８年６月１０日 

                                                               

                                     山梨市長 高木 晴雄 

１ 一般競争入札に付する概要等 

（１）入札番号 第 5083000043 号 

（２）事 業 名 地域未来交付金事業 

（３）件  名 移住体験施設用トレーラーハウス購入 

（４）納品場所 山梨市北地内 

（５）購入概要 移住体験施設用トレーラーハウス １基         

（６）納入期限 令和８年９月３０日         

（７）予定価格 落札者決定後公表 

 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

  入札に参加する者（以下「入札者」という。）は、次に掲げる条件を全て満たしていなければならな

い。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 第１項の規定に該当しない者であ

ること。 

（２）地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 2 項各号のいずれかに該当する事

実があった後 3 年を経過しない者（当該事実と同一の事由により山梨市建設工事請負契約に係

る指名停止等措置要領（以下「指名停止要綱」という。）に基づく指名停止を受けている者を除

く。）又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でない

こと。 

（３）入札日現在において、引き続き 1 年以上の営業実績があること。 

（４）営業を行うにつき、法令などの規定による官公署の免許又は許可を受けていること。 

（５）入札日現在において、法人税、所得税、事業税、市税、消費税及び地方消費税の未納が無いこと。 

（６）金融機関から取引の停止を受けた者そのほかの経営状態が著しく不健全であると認められる者

でないこと。 

（７）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条第 1 項の規定による更生手続開始の申立て

をしていない者又は同条第 2 項の規定による更生手続開始の申立てをなされていない者である

こと。ただし、同法第 199 条又は 200 条の規定により更生計画が許可された者については、

更生手続き開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされていなかった者とみなす。 



（８）入札日から落札決定までの間において、指名停止要綱に基づく指名停止処置の期間がない者であ

ること。 

（９）暴力団員等が経営ずる者又は経営支配する者及びこれに準ずる者でないこと。 

 

３ 入札説明書等の配布期間、配布場所及び配布方法 

（１）配布期間 令和８年６月１１日～ 令和８年６月１７日 

（２）配布方法 山梨市ホームページ（しごと／入札・契約情報／【物品・役務】一般競争入札（事前

審査型条件付き一般競争入札）公告）からダウンロードすること。 

 

４ 入札参加を希望する者に配布する資料等 

（１） 一般競争入札公告（写） 

（２） 入札説明書（別紙１） 

（３） 入札参加資格確認申請書   （様式１） 

（４） 入札参加資格確認資料 

     同種業務の実績      （様式２） 

（５） 仕様書 

 

５ 日程等 

 入札参加を希望する企業は、次に従い申請書および資料を提出すること。 

 

 

 

 

 

 

（１） 一般競争入札参加確認申請書 

受付期間 

令和８年６月１１日～令和８年６月１７日まで 

午前９時～午後５時の間。ただし、正午～午後１時の間及びこ

の期間内の土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

（２）上記提出場所 

※書類提出は持参又は郵送によるもの

とする 

〒405-8501 

山梨市小原西８４３番地 山梨市役所 西館 3 階  

管財課 契約検査担当 電話 ０５５３－３４－５４２７ 

（３）入札参加資格確認結果通知書 令和８年６月１８日発送予定 

（４）質問書の提出期間 令和８年６月１１日～令和８年６月１７日まで 

（５）上記提出場所 ０５５３－２０－１３９９へ FAX した後、上記に確認連絡

すること。 

（６）質問回答期限 令和８年６月１９日まで  

（７）入札（開札）日時 令和８年６月２５日 午後２時３０分 

（８）入札（開札）場所 山梨市役所西館５階 ５０３会議室 

（山梨市小原西８４３番地） 

※入札場所等については変更する場合がある。 



６ 入札方法 

      落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０ /１００

に相当する額を加算した金額 (当該金額に１円未満端数があるときは、その端数

金額を切り捨てた金額 ) をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る

課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積った金額の１００ /１１０に

相当する金額を入札書に記載すること。  

 

７ 入札の無効 

次の入札は無効とする。 

（１）本公告に示した入札参加資格の無い者の行った入札 

 （２）申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

 （３）入札心得に違反した入札 

（４）入札参加資格の確認を受けた者であっても、確認後、会社更生法に基づく更生手続開始の申し立

て若しくは民事再生法に基づく民事再生手続開始の申し立てがなされた者、あるいは、山梨市か

ら指名停止措置を受けて入札時において指名停止期間中である者が行った入札 

 

８ 落札者の決定の方法 

（１） 入札した価格が最低価格を提示した入札者をもって落札者とする。 

（２） 落札となる同価格の入札をしたものが 2 者以上あるときは、当該価格の入札者にくじを引かせ

落札者を決定する。 

 

９ その他 

（１） 前払金     不適用 

（２） 部分払     不適用 

（３） 中間前払金   不適用 

（４） 入札保証金     免除 

（５） 契約保証金   免除 

（６） 契約書の作成の要否 要   

（７） 入札参加資格確認資料作成説明会及びヒアリングは行わない。 

（８） 現場説明会は行わない。 

（９） 対象業務と直接関連する業務について対象業務の請負契約者と随意契約をする場合がある。 

（10） 山梨市入札心得等を確認の上、参加すること。（山梨市ホームページ掲載） 

 

    

その他詳細は、入札説明書・仕様書による。 

 

 ○問い合わせ先 

   山梨市役所 管財課 契約検査担当 

        〒４０５-８５０１ 

 山梨市小原西８４３番地 

        電話０５５３－３４－５４２７ 

FAX０５５３－２０－１３９９ 


